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１
階
駐
車
場
を
改
築
し
て
、

パ
チ
ン
コ
店
に
す
る
工
事

が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
箇
所
で
の
パ
チ
ン

コ
店
開
店
は
、
星
田
小
学
校

か
ら
１
５
０
ｍ
以
内
で
あ

り
、
交
野
市
の
「
風
俗
営
業

市議会の決議文

交野市は、市民の健全な風俗を保持するため、キャバレ

ー等、パチンコ遊技場等及びラブホテル等の立地及び建設

等の規制を行い、もって良好な社会環境及び教育環境の保

全を図ることを目的として、昭和 63 年 6 月 17 日に交野市

風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条

例を制定した。

以降、今日まで、市民の理解や関係各位の努力により、

市域の良好な住環境が保たれてきた。

しかし、このたび、星田 5丁目地内において建築等を計

画されているパチンコ遊技場は、同条例に違反しており、

本事案に関し、関係各位は改めて同条例の趣旨を尊重し、

その遵守に努めることを強く求めるものである。

以上決議する。
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月
25
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催
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同
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に
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５
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遺

憾
で
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入
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を
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ま
し
た
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住民団体からの請願

【請願趣旨】

交野市星田 5-8 において、「交野市風俗営業等に係る特定建

築物の建築等規制に関する条例」で建築等が規制されているパ

チンコ遊技場が建設されようとしている。

当該場所にパチンコ遊技場が建設されることにより、交通・

騒音・照明・治安など様々な問題が起こることが予想される。

また、当該場所前は児童の通学路及び児童の集団登校の集合場

所となっており、子ども及び近隣住民の影響も計り知れないも

のである。

このことは、星田小学校及び近隣住民だけでなく、交野市全

体の教育環境・住環境にもかかわる問題であることから、パチ

ンコ遊技場の建設を中止させることを求めるものである。
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、
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５
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８
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